
東京都健康推進プラン２１（第二次）推進会議の今後のスケジュール

契約手続 調査実施 集計 公表 調査規模、仕様、項目検討 契約締結 財務局協議 対象者抽出 
◎ ◎ ◎ ◎ 

推進会議 第2回 
◎ 

推進会議 第2回 
◎ 

契約手続 対象者抽出 集計 契約締結 公表 
◎ 

平成25年度～平成34年度のスケジュール（案） 

資料４-２ 

健康格差の縮小健康寿命の延伸

 領域１　主な生活習慣病の発症予防と重症化予防（４分野）

　

 領域２　生活習慣の改善（６分野）
　

　

  領域３　ライフステージを通じた健康づくりと健康を支える社会環境の整備（４分野）

　      学校等教育機関
◇児童・生徒、保護者への 働きかけ

        ＮＰＯ・企業等
◇健康課題を踏まえた商品提供
◇社会貢献活動

           事業者・医療保険者
◇従業員・医療保険加入者向け事業、働きかけ

                        区市町村
◇地域特性を踏まえ、地域資源を 活用した事業
◇住民への働きかけ

東　　京　　都       ◇推進主体の取組支援と連携強化     　　◇広域的な普及啓発の実施

       保健医療関係団体
◇専門性を活かした指導や助言

                  都　民
◇健康づくりの実践
　 （生活習慣の改善と地域のつながりづくり）

★①がん ★②糖尿病・ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ ③循環器疾患 ④COPD

①栄養・食生活 ②身体活動・運動 ③休養 ④飲酒 ⑤喫煙 ⑥歯・口腔の健康

★①こころの健康 ②次世代の健康 ③高齢者の健康 ④社会環境整備

 (★は重点分野)
３領域１４分野

総合目標

推進主体が連携して、
都民の健康づくりを支援

都民・推進主体・東京都の取組

 東京都健康推進プラン21（第二次）概念図 

○理念：生涯にわたり健やかで心豊かに暮らせる社会を目指す 

○目的：理念の実現に向けて、都民一人ひとりが主体的に取り組む健康づくりを、 

 社会全体で支援し、総合的に推進 

○位置づけ：健康増進法に基づく、都道府県の健康増進計画 

○期間：平成25年度から平成34年度までの10年間。5年を目途に中間評価 

 

○基本的考え方： 

（１）どこに住んでいても、生涯にわたり健やかに暮らせる社会の実現 

 ・健康上の理由で日常生活が制限されることなく生活できる期間（健康寿命）の延伸を目指す。 

 ・住んでいる地域にかかわらず、健康寿命を延伸できるよう、区市町村間の差の縮小を目指す。 

（２）都の特性や都民の健康状況を踏まえた目標の設定 

 ・発症予防、早期発見、早期治療に加え、重症化予防の視点からも生活習慣病対策を推進する。 

 ・負担感なく生活習慣を変えることができる工夫を示し、より多くの都民が健康づくりに 

  効果的に取り組めるよう支援する。 

（３）目標達成に向けた都民及び関係機関の役割・取組の明確化 

 ・都民の健康に関わる関係機関それぞれの役割を踏まえ、具体的な取組を示す。 

 ・勤務形態や業務内容など特性を踏まえた職場での健康づくりや、区市町村が地域特性を考慮 

  して行う健康づくりを推進する。 

参  考 

 東京都健康推進プラン21（第二次）の概要 
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